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「なごや子ども条例」改正の概要 

１ なごや子ども条例について 

(1) 制定趣旨 

子どもにとって大切な権利を掲げ、その権利を保障するため、市、保護者、地域住民

等、学校関係者、事業者の責務を明らかにするとともに、市の基本施策等を定め、子ども

の権利を保障し、子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するまちの実現を目指す。 

(2) 施行日 

平成 20年 4 月 1日 

２ これまでの経過 

平成 20 年 4 月 なごや子ども条例施行 

平成 30年 10 月 子ども・子育て支援協議会子どもの権利擁護部会から 

意見書「名古屋市における子どもの権利擁護機関のあり方」受領 

意見書の中で、権利擁護機関の設立に際し、なごや子ども条例に

ついて「今一度、見直すべき箇所がないか検討することについても、

考えられたい」との提言があった。 

令和元年 6 月  子ども・子育て支援協議会に 

なごや子ども条例検討部会を設置(会議 3回) 

11 月  子ども・子育て支援協議会なごや子ども条例検討部会から 

意見書「なごや子ども条例の改正についての考え方」受領 

12 月  教育子ども委員会 所管事務調査 

「なごや子ども条例の改正に向けた方向性について」 

３ 改正についての考え方

＜基本的な考え方＞ 

◎ 「子どもの権利の保障」に関し、子どもは権利の主体であり、子どもの権利を根幹に

据えるという観点から、子どもの権利を制限していると誤解される表現を見直し、子

どもの権利について市民に正しく理解されるよう努めていく。 

◎ 子どもの権利は責任を果たすことと引き換えに与えられるものではなく、生まれなが

らにして保障されるものであり、「責任」という表現は子どもの権利に関して誤解を

招くおそれがあるため見直し、子どもの権利を保障するのは大人や行政の責務である

ということを明確にする。 

資料２
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４ 条例改正の主な内容  

考え方 改正案 

子どもが権利の主体であ

り、子どもの権利を根幹に

据えることを明確に表す。 

名称を「なごや子どもの権利条例」に変更する。 

子どもは、児童の権利に関する条約に定められるあらゆる権

利の主体であることを明記する。 

【前文】 

子どもの権利は、責任を果

たすことと引き換えに与え

られるものではなく、生ま

れながらにして保障される

ものであることを明確に表

す。 

「子どもにとって大切な権利及び責任」、「自分の行動に責

任を持ち」、「社会の責任ある一員」などの責任という表現

を見直す。 

【前文】 

【第 3条（子どもにとって大切な権利及び責任）】 

【第 8条（共通の責務）】 

【第 15 条（子どもの育ちの支援）】 

※その他、基本的な考え方に基づき、該当部分を見直す。 


